
   議員の派遣について 

 

 

令和７年10月３日 

 

 

 地方自治法第100条第13項及び湯河原町議会会議規則第116条第１項の規定に

基づき、次のとおり議員を派遣するものとする。 

 

 

１ 神奈川県町村議会議長会主催による町村議会議員研修会 

 (1) 派遣目的 

   自治功労者表彰式への出席及び県内町村議会議員を対象とした研修会へ

の参加 

 (2) 実施内容 

  ア 自治功労者表彰式 

  イ 町村議会議員研修会 

   （講師）京都大学名誉教授、元京都大学総長 

       前静岡県立大学学長・理事長 尾池和夫（おいけかずお）氏 

   （演題）「地震を知って震災に備える～歴史から読み解く神奈川の未来～」 

 (3) 派遣場所   仙石原文化センター（箱根町仙石原842） 

 (4) 派遣日時   令和７年11月21日（金） 

          午後１時15分から午後３時30分 

 (5) 派遣議員   村瀬公大議長 外13名 


